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会議次第 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１）「市の歌検討委員会」協議経過の報告 

（２）「市の花と木検討委員会」協議経過の報告 

（３）「市の花」「市の木」の公募について 

３ その他 

４ 閉会 

 

配布資料 ①第１回・第２回「市の歌」検討状況報告 

②「京丹後市市の花と木検討委員会」第１回会議録 

③京丹後市「市の花」「市の木」の候補募集要項（案） 

 

決定事項 京丹後市「市の花」「市の木」の公募について 

 

会議記録作成者 企画政策部企画推進課 主任 山下 琢 

 



 

 

会議中の主な発言要旨 

項  目 主な意見 

１ 板垣委員長 

  開会あいさつ 

 

 

 

 

２ 議事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回の制定委員会の後、「市の花と木検討委員会」「市の歌検討委員会」が

開催され、制定に向けた具体的な検討を進めていただいています。本日は、各

検討委員会での検討経過の報告を受けての協議となります。委員の皆様の忌憚

のないご意見をお聞きしながら協議を進めたいと考えておりますので、ご協力

をお願いします。 

 

■「市の歌」制作に係る主な質疑応答 

Ｑ．「市の歌」の制作は地元の人材を活用すべきと考えるがどうか？ 

Ａ．検討委員会でも同様の意見が出ている。市長の意向は「専門家への委託」

であるが、地元人材の活用について、次回検討委員会でも検討課題の一つと

させていただく。 

 

Ｑ．「市の歌」制作に係る予算額はどうなっているのか？ 

Ａ．１２月補正予算で８００万円を要求する予定としている。 

 

Ｑ．「市の歌」は、素人でも歌いやすく、親しみやすく、また、大人でも子ども

でも分かりやすい歌詞の歌であるべきと考える。著名な音楽家だからという

理由だけで、制作を委託することがよいのかどうか疑問に感じる。 

Ａ．検討委員にしっかりと伝えることとする。 

 

Ｑ．作曲・作詞全てを公募ということにはならないのか？ 

Ａ．検討したことはあるが、調整が困難であり、また、時間がかかり過ぎるだ

ろうという結論だった。 

 

Ｑ．作曲は専門家に委託するとして、歌詞を公募して、編詩してもらうという

制作方法はできないか？ 

Ａ．その制作方法についても検討委員にしっかりと伝えることとする。 

 

Ｑ．制作された「市の歌」はどう活用するのか？ 

Ａ．「成人式や新年祝賀会などの市の式典」で合唱していた町や、いつ活用して

いたのか分からない町がある。基本的には、市の式典等では必ず流すべきと

考える。市民に親しんでいただくためにも、活用方法についてもしっかりと

検討する必要がある。 

 

 

■「市の花」「市の木」の選定に係る主な質疑応答 

Ｑ．木は勢い、花は癒しをイメージできるものを制定したい。 

Ａ．検討委員にしっかりと伝えることとする。 

 

Ｑ．公募する「花」「木」を検討委員会で絞ってから募集した方がよいのではな

いか？ 

Ａ．広く意見を集めるという観点から、絞らずに公募することとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 安井副委員長 

  閉会あいさつ 

 

Ｑ．公募の結果に基づく多数決とはならないということでよいか？ 

Ａ．多数決とはならない。 

 

Ｑ．応募した「花」「木」が選ばれた応募者に何か特典はないのか？ 

Ａ．公募状況を勘案する必要があるが、抽選による「式典へのご招待」「記念表

彰」などについて、検討することとする。 

 

Ｑ．１人が複数応募することも考えられるがよいのか？ 

Ａ．多数決とはならないのでよしとする。 

 

Ｑ．制定した「市の花」「市の木」はどう活用するのか？  

Ａ．植樹、市の式典での展示などが考えられる。また、制定した木の苗を配っ

ていた町もあるようである。 

 

Ｑ．自治体の花で街路樹を埋めている自治体もある。 

Ａ．素晴らしい提案である。こういったことも今後検討いただきたい。 

 

 

第２回目の制定委員会であり、委員同士の気心も知れ、活発に意見が出され

るようになってきました。非常に嬉しく、また、頼もしく思っています。 

 今後もよろしくお願いします。 

 

 

 

 


